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藻場を中心とした浅海生態系の管理方式の検討

敷田麻実本

New Perspectives on Coastal Ecosystem Management with 
Particular Reference to Sea Grass and Seaweed Beds 

Asami SHIKJDA * 

1. はじめに

多様な海洋生物の生息場所であり，また同時に優れた

幼稚仔の保育場でもある藻場は，環境庁の自然環境基礎

調査では浅海生態系の保全度指標として紹介される象徴

的な沿岸域生態系である。

しかし近年の無差別な沿岸域利用の結果，浅海生態系

の破壊が進行し，かつて浅海域の10%を占めていた藻場

は1973年以降 10，000ha以上が失われたj)。むろん，藻場

以外の浅海生態系も安泰ではなく，浅海域の環境自体が

限界に近づきつつある O それは日本で第二次世界大戦後

30，000haの干潟が失われペ浅海生態系と密接な関係に

ある海岸線の48%が構造物や施設設置で人工化されたこ

とからも明らかであろう(図一 1円。特に脱窒作用が盛

んな浅海生態系を埋立で失ったことは大きい。埋立面積

は戦後だけで 145，000ha(明治時代から戦前までの実績

の10倍以上)の海面を埋め立てている4)。

ところが沿岸域がこのように危機的状況にありながら，

必要な対策が迅速に進められてきたわけではない。むし

ろ破壊の速度に圧倒されながらも何とかしのいで来たと

いう表現が当てはまる。それも限られた人々のたぐいま

れな努力によって，かろうじて守ることができたケース

が多し、。このような経過は，最近の諌早湾干拓や藤前干

潟の埋立問題で広く明らかにされてきたが，現在も各地

の沿岸域は同様な沿岸域破壊によって蚕食されており，

過去の教訓が生かされているとは言えない。そのため残

された貴重な浅海生態系の保全も，決して安心できる状

況ではない。

それでは.こうした問題の原因を特定し，その科学的・

技術的な解決を図るアプローチは可能なのだろうか。し
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図-1 日本の自然海岸率の推移(1960年以降)

かし，その答えは悲観的と言わざるを得ない。日木は多

大な面積の藻場を喪失したが.原因が明確でないことが

多いからである。環境庁(現在の環境省)による第 4回

自然環境基礎調査「海域生物環境調査」によれば，消滅

原因の40.6%が「不明」であり，対策をとるには，はな

はだ不都合である。せめて消滅の原因がわかれば，対策

は科学的にも，あるレは技術的にも可能だが， ["何とな

く藻場が消滅してし、る」現状では，解決手段を科学的に

また技術的に洗練すればいいという主張には無理がある。

もちろん，このような現状に満足すべきではなく，そ

れを少しでも改善し，藻場を含めた浅海生態系の保全を

図らねばならなレ。特に水産関係者は.藻場が水産生物

の幼稚仔の保育場であり.水産業の「生産基盤」となっ

ていることを再認識し，保全に努力する必要がある。

ところで，藻場を含めた浅海生態系の破壊は人為的な

ものだけではなく，近年では藻食生物による食害や栄養

欠乏の枯死による磯焼けが，浅海生態系で深刻な状況を

生みだしていることが指摘されてレる引。この問題の解
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決のために，試験研究機関をはじめとする水産関係者に

よって過去にさまざまな試みがなされてきた。しかし，

明快な解決策はまだ見つかっていない。それどころか，

このような努力にもかかわらず，食害や枯死による藻場

の消失が進んでし、ることは危機として認識されるべきで

はなかろうか。その意味で現在われわれが抱νている危

機感は.浅海生態系自体の破壊によるものと，その保全

のための努力が実を結んでいない2つが合わさったもの

である。

ところが，こうした危機に対応するために現在まで進

められてきたことをふり返ると，対象である浅海生態系

や解決技術だけに問題があるのではなレことが解る。例

えば，藻場の破壊の原因となっている埋立や海岸線の改

変は，水産以外の分野の話がほとんどであり，かかわり

たくても直接関与できなνことが多し、。また.たとえ水

産分野であったとしても問題はある。例えば，藻類研究

者とそれ以外の分野の研究者が連携してきたか.水産行

政と試験研究機関・研究者は協同して問題の解決策を探

ってきたかなど. ["対策を考える側の問題」を考えなけ

ればならない。つまり「対策のための技術」そのものだ

けではなし対象とする問題の性質や対策の進め方なと

基本的な考え方が問われてレるのではなかろうか。

そこで本稿では.このような藻場の消失とその対策の

現状を踏まえ，浅海生態系の管理は今後どのように進め

ればよいか，またその基本となるのはどのような考え方

であるべきかにつレて検討し，藻場を含めた浅海生態系

全体の管理に関する提案を行いたい。

2. 藻場の利用と保全に関わる前提

(1) 社会的重量境

日本の沿岸域から健全な沿岸域生態系が消えつつある

ことは認めざるを得ない状況であろう。そのため藻場を

利用してνる水産関係者から見れば，藻場の消失は不問

に付すことができない重大な沿岸域の環境問題である。

採介藻で大きな収入を得ていたり，藻場によって育まれ

る多〈の水産生物を専ら漁獲する漁業者にとっては，特

にそうであるにちが七、ない。

しかしここで注意しなければならないのは，それが藻

場を利用する人間，特に水産業に関わる側からだけ見た

問題かもしれなνとレうことだ。例えば，藻場に関わる

ことはなく，そこから収入を得ていない地域の住民から

見れば，藻場は海中にある「得体の知れない植物のよう

なもの」にしか過ぎない。それがし、かに生態学的に重要

であろうとも，生活に関係しなければ，興味や関心の対

象ではなし、。水産業にとっては藻場の喪失は一大危機か

もしれなレが，水産業に関わりのない地域住民にとって

は，それは手間ひまかけて保全する様な対象ではなレ。

よしんば危機にあると「脅威論」を持ち出しても，表面

的な賛同しか得られず，現実味の薄レ反応となろう。

また，このような無関心は社会の側の責任であり，そ

れとは関わりなく，水産業にとっての良し悪しで藻場の

衰退を評価し，必要とあらは積極的な解決策を進めると

し、う水産業の主張は，今後はそう易々とは認められなし、

であろう C それを支えてきた水産関係予算が.今後も十

分供給されるとし、う保証がないからである O

今や固と地方の借入金は2000年度末で645兆円に達し，

それは GDPの1.3倍である 6)。いかに固と国民にとって

重要な水産業のためとは言え，公共事業や公的な支援に

よって行われてきた従来型の解決策に水産業が頼れなく

なるだろう。そのため，これまでは，国民や地域住民は

「魚を獲ってくれる大切な産業」として水産業を大目に

見てきてくれたが，国民一般の理解がなければ今までの

ような補助事業を進められず，また地域の水産業のこと

も地域住民と共に考えなければならなくなる可能性が高

し、。

それは水産関係者にとっては抵抗のある考え方であろ

うが.受け入れざるを得ない状態が早晩くるにちがし、な

ν。そのため，これからは水産業が進める政策や，そも

そもその姿勢に関して理解を得る努力が必要になる O

(2) 生態系に関する考え方

水産関係者にとっては藻場の消失は我慢ができなレ。

しかし藻場の食害の場合，そこにある藻類を食害生物が

「餌」として食べることは，生存のための合理的で正当

な選択である。一方，藻場を単なる餌としてではなく，

もっと多様に利用する立場にある水産関係者から見ると，

それは生態系が理想的な状態から外れたために，自分た

ちが被害を被る不合理な結果，つまり「害」にしか過ぎ

なレ。そのため対策が必要とされる。

しかし生態系は，理想的な姿がひとつだけあって，そ

こで安定しているのではなく，本来メタ安定性と呼ばれ

る複数の平衡点を持つダイナミックな系である 7)。つま

り遷移によって正常なプロセスに戻るような自己復帰型

ではなく，不均一で変動性に富むシステムである。

そのためこの前提に立てば，利用する人間の側にとっ

て必ずしも都合が良くない生態系の変化も，レったん受

け入れなければならないことがわかる。食害が起こった

からと言って，たちどころに反応して. ["本来の生態系」

に戻そうとするようなことは早計のそしりを免れない。

その変化が，果たして人間の過度な利用による本来正さ

なければならないものであるのか，また「自然のサイク

ル」と一般に呼ばれる，生態系の自然、な変化であるのか

を考慮する必要があろう O もちろんその際には人間の活

動も生態系の中の一部として扱わなければならなし、。そ

して持続可能な範囲，つまり破綻をきたさない範囲で人

間の都合に合わせて手を加えることが許ざれるのではな

かろうか。
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また生態系を利用する側の人間も変化してレる。正確

に言えば人間自体が変化するのではなく，生態系の利用

方法や利用形態が変ってきた。例えば，今まで食用とし

ていた魚を食べなくなるとか，新たに食べ始めるとか，

また海藻を食用以外に利用し始めるとかは，いずれもそ

の例である。このような変化は私たちの経済の仕組みの

変化であり，むしろ変化することは社会がダイナミズム

を持ってレることなので，社会の持続可能性を否定しな

レ限り受け入れなければならない。その際にも.利用す

る対象である生態系を破綻させなレことが条件になるこ

とは言うまでもなレ。

以上のことから，藻場の保全と利用に関して 3つのこ

とが前提となることがわかる。それは，第 1に食害対策

を含めた藻場の保全に関して社会的な合意を得る努力が

必要であること，第 2に生態系の変化は複雑であるので，

藻場の変化をよく見きわめてから復元の選択をする必要

があること，第 3に藻場の利用は地域の人々の暮らしや

経済と関係するため，その変化も考慮する必要があるこ

と，である。もちろん人間活動に起因するによる藻場の

大規模な破壊については，生態系保全の観点から復元す

べきである。また復元の前に破壊すべきでないことはこ

の議論の大前提であろう。

3. 工コシステムマネジメント，新たな管理方法

の提案

(1 ) 工コシステムマネジメン卜

このように今までの保全，つまり「変化したら元に戻

せばいレj 式のやり方ではいけないことは明らかである。

また「生態系は自己完結するので放置しておくのが理想

的」と考え，人間の手を一切加えないレッセプエール・

レッセパッセ式の保護も，理想的な生態系の状態なども

ともとなレのであれば成立し得なし、。さらに，生態系は

人間の利用を通して人聞社会の経済と連携しているので，

生態系だけでの問題解決はあり得なし、。それでは，こう

した前提に立ったうえで，藻場を含めた浅海生態系の保

全はどのように進めればいいのだろうか。

そこで最近注目されているのが「エコシステムマネジ

メント(生態系管理)Jとνうアプローチである。生態系

破壊の危機に陥ってレるのは浅海生態系ばかりではなく，

森林や河川流域など陸上の生態系でも同様である。エコ

システムマネジメントはそこから生まれた考え方であり，

特に米国の森林管理では， 1990年以降エコンステムマネ

ージメントの考え方が強く提唱されてきた8)，9)，10)

エコシステムマネジメントは「地域の生態系の多様性

や生産性の持続，回復を導く科学や技術を示す概念」で

あり，地域における「協働の仕組みJである日)。それは，

自然環境の管理の新たな方策であり，単なる古典的資源

管理や科学的管理とは異なる，人間と自然環境とのつき

¥¥ 生態系十人+プロセス //  
、、..-"
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図-2 管理対象の拡大種からプロセスへ

あし、方を根元的に見直すものであると言われている 12)。

米国の NEPAのCEQ(Council of environmental quality)が

1993年に示した「環境影響への生物多様性の組み入れ」

の中でも，エコシステムマネジメントの基本原則が示さ

れるなど13) エコシステムマネジメント実現への動きが

活発化してレる。

エコシステムマネジメントでは，人間を生態系の一部

と位置つけている。また単に生態系の望ましレ状態の追

求ではなく，そこに関係する社会や個人までをも含めて

管理の対象として，生態系・地域社会・個人の健康や健

全な精神の持続可能性を追求する。つまり今までの環境

保全が，人間を含めなレ環境そのものの保全を目指して

レたのに対し，生態系と社会，そして個人とレう地域に

含まれる要素全部を.よりよレ関係で持続させることを

目的にしてレる O 具体的には，その実現は①生態系の多

様性と健全度.②地域社会を支える地域経済，③個人の

生活の質向上のパランスをとることになる。それは「開

発か保護か」の二者択一を迫られている中では，矛盾す

る要求とされてきた「あれもこれもを求める」ような包

括的 (holistic)な解決策である。

このようにエコシステムマネシメントは，生態系と人

間活動を包含して扱う概念であり.また管理環境や生態

系と人間のつきあい方を今後どうすべきかを示す指針で

あり.さらに上記の3要素(生態系保全・地域社会充実・

個人の生活の質向上)をバランスよく実現するための道

具であろう。

また見方を変えれば，マネジメント(管理)の対象が

拡大してきたと考えることができる。アメリカの森林管

理では，新たな森林管理の方針ができた1990年以降，そ

の対象が拡大している 141。それは，単一種だけであった

管理の対象が生態系全体に広がり，さらにはその利用に

まで広がった変化であった。ここで想定するエコシステ

ムマネジメントでも.図 2に示すように，種から生態

系司利用へと管理の対象が拡大すると考える必要がある。

また，さらにそこに時間の概念を入れ，生態系や利用の

変化までを含めたプロセスを管理することになるのでは

なかろうか。この点については Nepstadand Nilsenが生
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態系や紛争解決のプロセスを管理する必要性を強調して

レる 151

以上のようなエコシステムマネジメントの考え方を藻

場の問題で採用すれば，その解決のためには藻場研究者

だけでも，また対策を講ずる側の水産関係者だけでも十

分ではなく，より関係者を増やして総合的にアプローチ

しなければならなνことが明らかである。なぜなら，エ

コシステムマネシメントによる深場の問題解決に際して

は，生態学的知識だけではなく，地域経済や社会に関す

る専門性も同時に必要とされるからである。

(2) 沿岸域管理

陸域ではエコンステムマネジメントが議論されてレる

が，このような総合的な自然環境管理のアプローチは沿

岸域では「沿岸域管理 (coastalzone management)J とし

て， 1972年に沿岸域管理法を制定した先進地の米国始め，

オーストラリア，カナタ，そして途上国でもその重要性

が認識されてレる O 日本でも必要性が早くから主張され

ているが16)，17) 最近では日本沿岸域学会による 12000

年アピールJ181や国土交通省(旧国土庁)の「沿岸域圏

総合管理計画策定のための指針J191なとがその導入を提

案し，さらに最近では敷田らが論じている 201，211。また.

水産業に関する研究の中でも，沿岸域管理は議論されて

し、る(例えば柿本221や小野231)。

こうした沿岸域管理の導入に対して，漁業側からは.

自主規制や資源管理を以前から進めてレると主張される

ことが多ν。しかしエコシステムマネジメントや，ここ

で強調してレる沿岸域管理は，水産業だけの漁業生産だ

けを対象としたものではなく，環境そのものの価値や非

利用価値など多様な価値を認めたうえでルールを共有し，

秩序を形成する仕組みである。

(3) 研究者の役割

ところで，こうした総合的な管理の際に，水産業に関

わる行政や研究者はどのような役割を持つのであろうか。

立場としては同じ水産関係者だからと言って，単純に漁

業者と同じ立場を主張することは専門的知識と経験を積

んだ者のとる行動ではない。むしろ，冷静な目でより総

合的な調整を行うことがその任である。つまり海藻の食

害に敏感に反応して速効の解決を主張するより，基礎的

知見の整理や将来見通しを提示することを仕事として優

先するべきではなかろうか。そのうえで複数の解決方法

を提示し，選択を促すことが「専門家Jとしての責務だ

と主張したレ。

今そこにある危機を解決せよ.との主張に与すること

はたやすいが.本当の専門家であれば多様な解決方法を

提案する努力を望みたν。専門家がその専門にしか目を

向けず.大局的な判断を誤り社会に大きな損失を与えた

失態は，昨今の経済運営や原子力関係施設での事故を見

れば決して無視できない危険なものであることがわかる。

そこで，その際に必要となるポイントを，いくつか以

下に示しておきたい。

(4) モニタリングとアダプティブマネジメント

生態学者の沼田真は，実験室で行う限定した環境での

実験結果から答えを出すことを批判し，観察を主な手段

とした野外科学が生態学であると主張していた24>。この

ようにモニタリングが基礎となってレるのが生態学だと

すれば，環境や生態系の変化の観察，つまりモニタリン

グ技術の開発に努力が払われるべきであろう。

しかし生態系の変化は複雑なので，そう簡単にモニタ

リンクできなν。そこで考えられるのは，利用者による

生態系のモニタリングである。試験研究でモニタリンク

ポイントを設定しでも限りがあり.それよりも多数の利

用者がモニターとなる方法なら，モニタリングコストの

点でも有利である。また利用者もモニタリングの過程で

生態系そのものを体験し，環境保全指向が強まると考え

られる。さらに.このような利用者の意見が生態系の管

理に加味されることで，利用者にとっても受け入れやす

い管理が行われるのではなかろうか。食害の場合とは少

し設定が異なるが，グレートハリアリーフ海中公園管理

局ではオニヒトデの発生監視のために利用者参加のプロ

グラムを運営している。これは公園を利用するタイバー

がオニヒトデの発生を報告する仕組みで，住民参加 (pub.

lic participation)とはまた違った形で管理への参加が試み

られてレる251。

このようなモニタリング情報はどのように生かされる

べきであろうか。 Christensenは261エコシステムマネジ

メントでは生態系が常に変化し，また人間側の知識も変

化することが前提となるべきで，管理は順応的である必

要があると述べている。つまり，モニタリンクされた変

イヒに合わせて管理も変化させるアダプティプマネジメン

ト(順応的管理)が必要となる。アダプティプーマネジメ

ントは1970年代に資源管理に関する研究の中で生まれた

手法で，資源管理の意思決定に際して経験から最大限に

学ふ仕組みである 271。このように，生態系に関する予測

性の低さを対策の際の前提条件とすることは，河川の流

域管理では既に受け入れられ始めている281。沿岸域の生

態系でもこうした柔軟な対応が必要であろう。

そのため，解明が難しレとされる海況の変化による磯

焼けはもちろんのこと，藻食動物による食害対策でも，

性急な対策を講ずるより，まずモニタリングを優先すべ

きである。そして様子を見ながら順応的に対策を進める

ことがベストプラックティスである。

もちろん目の前で食害生物に摂食されてゆく海藻を見

れば，何らかの対策がとれるのではとし、う解決志向に向

かつても仕方ないかもしれない。しかし生態系の時間は

われわれが考えるほど性急ではなし、。また人工的な管理

や藻場造成などのρ ード面からの積極的回復も有力な選
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択肢のひとつではあるが，それしかなし、と思うことは避

けなければならない。

海藻や藻場生態系を専門とする研究者にとって，この

ようなアタプティプな管理を導入せよという主張は，手

ぬるし、と感じられることもあろう。しかし大切なのは

「解決した結果」であって，その手段ではない。たとえ

手段そのものがいかに優れていようとも，解決した結果

に必ずしも満足がいかない例は多くある。自分たちの技

術や専門などのンースではなく，藻食問題の解決のニー

ズに基ついて仕事をするという基本を忘れてはいけない。

(5) 藻場の重要性を知らせる

さてもう一点，藻場の管理に対して社会的な支持を得

ることが重要である。それが，対策を進める際のポイン

トになるからである。それではどのように理解を広げれ

ばいいのだろうか。

環境教育や藻場の生態学的な役割の解説によって，藻

場を直接利用してレない地域住民にも藻場の重要性を理

解してもらえる，とする水産関係者の意見は多し、。近年

は環境教育の重要性が繰り返し指摘されており 29) 環境

教育に期待することは大筋では正しい意見だろう。しか

し，学習する側のニースを無視して与えるだけの環境教

育では効果が少ない制。論理的に藻場や生態系の機能を

解説しでも，経験と結びつかなし、それは単なる知識の習

得に終わる可能性が高い。つまり次の行動に結びつかな

い。この場合の行動とは，当然.沿岸域生態系の保全行

動である。

それは知識科学分野で重要視されてνる「経験」の役

割を無視しているからである O 学習者が経験を知識提供

者との間で共有して初めて，知識は身のあるものに変換

される。この過程は内面化と呼ばれるが，経験せずに得

た知識，得てからも経験によって内面化しない知識は，

いわば「死んだ知識」であり，蓄積しでもあまり意味が

ない3))。

それを避けるために有効なのは， I知識を得る」こと

よりも「体験する」ことを優先することだ。藻場や沿岸

域生態系の重要性を百遍説くよりも，実際の藻場を体験

させたり，海藻類に触れる機会を作ることが必要だ。子

供たち，いや大人も海藻の「ぬるぬる」に触れる体験か

ら第一歩が始まり.それが行動にまでつながる知識の習

得になる。レクリエーションのような楽しい体験も大切

であるが，怖さや気味の悪さを経験することは，環境を

認識するうえで貴重な体験であると指摘されてし、る叩。

またこのようなニース、を持たなし¥またはそれに気つ

かない住民に司藻場をはじめとする浅海生態系について

学ぶきっかけを提供することは重要である。その役割を

水産関係者や藻場に関わる仕事をする研究者に期待した

レ。研究者は，ややもすると研究そのものや計画策定に

は熱心だが，現在進行中の問題には洞ヶ峠を極めこんだ

り，また現実社会の問題がきわめて複雑なためか，関与

を尻込みしたりすることが多かったのではなかろうか。

しかし，研究成果が社会の役に立つことは研究者として

マイナスであろう筈がなし、。この点では，研究者も「参

加」を求められている。

また重要なのは，学習しそれを個人の知識として蓄積

することではなし学習した内容から新たな知識を創造

することである33)。さらに個人を超えて共同体や社会で

その創造が行われれば，知識は世代や個人を超えて社会

的に活用されるようになる O このようなサイクルは最近

ナレッシマネジメントの分野でモデル化されており34)

沿岸域の生態系保全を考える際にも参考とすべき考え方

である。

4. 藻食魚類対策はどのように進めるべきか

(1 ) コストの問題

以上のような前提に立っとき，藻食問題では具体的に

何を検討すればいいのだろうか。

まず検討が必要なことは対策のコストである。食害対

策として，藻場の人工造成や物理的移植などの工学的な

解決策の可能性を議論する場合，そこには地域資源の最

適配分の検討が必要となろう。つまり地域に配分された

予算や地域で活用できる資産・労力の合理的な利用が求

められる。

しかし，そのような考えを持たずに，国からの補助が

あるからだとか，適当な予算があるから，ということで

事業を実施すれば，本来ほかの事業や対策に使える筈だ

った水産関係予算を.間接的に圧迫する可能性がある現

実にまで気を配る必要がある。これは経済学でいう「機

会費用」である。この背景が関係者に認知されなければ

ならなν。

コストの議論をする際にもうひとつ重要なのは， Iリ

スク管理」の観点からは，完全な解決を求めていけない

とレう点である。この点で工学的手法は完全主義の誤謬

に陥りやすし、。むしろ，ある程度は食害を認めるような，

極端にレえは Oから100%の問で幅を持たせて食害をコ

ントロールするような， リスク管理の発想が求められる

のではないか。

また最近の環境アセスメント，むしろ日本でも導入の

必要性が指摘されている戦略的環境アセスメントのよう

に35) 今から行おうとする対策也生態系はもとより地

域の経済社会まで検討対象にして評価しようとすること

も藻食対策で考える必要がある。その際にはコスト計算

や自然科学的指標ばかりではなく，社会経済的指標の考

慮が重要な鍵になることは.前述したエコシステムマネ

ジメントの仕組みから明白である。

(2) 合意形成の問題

次に考慮すべき点は，問題解決にあたってどのように
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合意を形成するかである。不特定多数の地域外住民によ 費者として食害問題の解決に間接的に参加してもらうこ

る生態系の利用が増加している現在制，閉ざされた「ク とである。

ラブ的集団」で自然環境や地域資源の管理を進めること (3) 消費誘導による食害生物の漁獲促進の可能性

は考えにくい。藻場の問題でも，直接の利用者である漁 藻食生物によって起こる食害では，藻食生物の個体数

業者以外の住民は，藻場の保全に対して別の考えを持つ を減らせば摂食圧が下げられるという推論は正しいだろ

てレるかもしれない。漁業者集団内だけで共有している うO そこで，そのような藻食生物の漁獲と販売が課題に

「暗黙知」的なルールや基準ではなく，将来的には広く なるが.その際には水産物流通を意識せざるを得なν。

住民だれにでも理解可能なユニバーサルなルール，文書 なぜなら.獲っても販売ができなければ，漁獲が連続し

化された「形式知」的なルールが必要である。またその なνからである。

ル ルは明快に公開されることが必要である。 現在の水産物取引は市場合理性，つまり利潤を最大化

決定に際して少数の関係者だけが権限を持っと，その するために取引を行い，その繰り返しの中で調整してゆ

関係者だけの利益が優先するか，関係者の持つコマだけ くとレう「市場経済」にその基本を任せてレる。しかし

で解決を試みる愚挙に終わる可能性を否めない。この場 その結果は，水産物の特性や消費者の噌好に関わらず，

合には，関係者の範囲を広げ，さまざなパッククラウン 獲れただけ水産物を流通させたり.投機的な購買につな

ドを持つ広義の関係者で理非曲直を明らかにすることが がってレることが多し、。そのため消費者は，能動的に水

望ましレ。そして最終的にいずれの方法を選択するにせ 産物を選択してレるのではなく，受動的に庖先に並んだ

よ，政策決定過程を明らかにし(アカウンタビリティ)， 魚介類を受け入れている。一方生産者側では，消費者や

得られた結果が失敗の場合にも成功の場合にもその理由 市場の需要をあまり意識せずに生産を続けている。この

や責任が追及できる仕組みが必要である。それはいずれ ように水産物は需要に応じた生産をしていなし、というめ

の手法をとるにせよ，政策の実施には社会的な支持が要 ずらしい商品である(もっとも輸入水産物は，需要に基

ると考えられるからである。 つνて輸入が決定されるので必ずしもそうではなレ)。

もちろんその結果，必ずしも藻場の人工造成や物理的 このような状況下では，水産物の価値や流通量は，その

移植などの工学的手法が採用されるとは限らず，水産関 場その場の「瞬間的」需給バランスで決められてしまう

係者には不満が残るかもしれなレが，レきなり工学的手 ので，季節性や地域性など水産物に備わった「本来的な

法を採用するより賢明な選択であろう。特に対策が失敗 価値」は無視される。

に終わった場合にも，過程を公開しているので原因の追 このような野放図とも言える水産物流通の中で，水産

及や分析が容易であり，次の成功への道が開ける。 物を消費している都市の消費者に，磯焼けした藻場の回

もっとも，このような意思決定過程を踏んだからとい 復のために食害生物から海藻を保護したレので，藻食生

って，選択の手続きが変わるだけであり，それぞれの個 物を消費して欲しいといくら頼んでも，消費者は素直に

別の解決手法自体は進化するわけではなν。今までどお 応じてくれそうにはない。そもそも消費者は磯焼けに関

り食害対策の解決を地道な試験研究が支える構図に大き して十分な情報を持っておらず，沿岸域の藻場が危機に

な変化はなし、だろう。またこのような仕組みを進めた際 さらされてレることを理解してはいない。なぜなのだろ

の最適解は，月並みだが工学的手法に食害生物の漁獲ゃ うか。それはあまりに生産側の情報が消費者に伝わって

消費誘導まで含めたソフトな手法をミックスさせたもの し、ないからであるo また消費地の需要情報も生産側には

に落ちつく可能性が高い。 伝わってレない。このように消費と生産が分離してνる

そして，生態系への人間のアクセス(=オープン不ス) 状況では.レくら藻食生物の消費を伸ばそうとしても実

を高めながら，一方で持続可能性も追求するには，多元 現しなレ。

化する利用を意識し，限定された利用者ではなく当該生 しかし最近の不ットワークの発達で状況は変わりつつ

態系の持続可能性に関心がある者の集団が関与して管理 ある。各地の水産物の水揚げ情報の即時提供が可能にな

が進められることが望ましい。その具体的な手法として ってきたからである。そして生産側の水揚げ情報が消費

は，開放された意思決定過程 (opendecision making)や 地や流通に伝えられるだけではなく，消費地の需要もこ

関係者参加 (publicinvolvement. public participation)が考 の逆ルートで伝えられる O すると生産側では藻食生物が

えられる37)。 漁獲できることをヰットワークで地域外
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食品流通ンステムの見直しの動向と相まって，近レ将来

に実現する可能性は高い。

このような事例は，北海道のエソシカの野生生物管理

でも重要視されている40)。エゾンカ資源を管理する際に

は，実際は年間何万頭も間引くことになるので，間ヨ|し、

た個体の消費ルートがないと仕組みが継続しない。射殺

した個体は放置できず.またハンターの狩猟への参加イ

ンセンティフを維持するためには，エゾシカの肉が販売

できることが必要である。またその収益を管理、/ステム

の整備に回すなと有効に利用する工夫も必要である 4]}。

つまり，消費の仕組みまで考えなν資源管理は片手落ち

であり，消費まで考えた仕組みがないと.継続可能な資

源管理にならないことは明らかである。

さらに，このような藻食生物もやみくもに獲れはいレ

のではなく，適切な管理をして間引くことが正道である。

その際には， Iこのような魚介類が提供できるが，どな

たか購買意欲はありませんか」とレう「ご用聞き」をし

て，先に需要を把握してから獲る「受注漁獲」ができれ

ば効率的である。そして，これは磯焼け対策ばかりでは

なく，総合的な資源管理手法，持続可能性の高い沿岸漁

業の新しレ生産スタイルとして普及させることができそ

うである。

またこの意味で漁場生産力とは，物理的生産能力・漁

獲能力に加えて，どれだけ需要を創出できるか，発掘で

きるかという流通能力も含めた「社会的漁場生産力」に

なる O こうした本来的な漁場生産カが認められる時こそ，

沿岸漁業は藻場の問題を含む浅海生態系の管理に確実に

対処してゆけるのではなかろうか。

アルビン二トアラーは生産と消費の分離を否定し，生

産者でありながら消費者でもある生活者を「プロシュー

マー」と呼んだが，水産業の現場に理解が深い「味方」

を社会の中でし、かに多く作り出せるかが課題である。彼

らは消費者でありながら沿岸域の生態系の持続可能性に

対して高い関心を持ち，その持続可能性を追求する活動

に積極的に加わってゆこうとする 42)。水産業はこのよう

なユーザーを今後大切にするかどうかで，産業としての

社会的な位置づけが変わってくる。リードユーザーの信

頼を得られない産業の寿命はそれほど長くはなレだろっ。

5. これからの対策のために

現在，問題になっている藻食生物による藻場の食害の

問題は，単純に考えれば食害された藻場の回復や食害の

予防である。しかしいきなり対策に踏み込む前に，この

問題のプレームワークをじっくり見きわめると，水産業

が社会の中で今後どのような存在であるべきか，水産業

に関わる研究者や専門家はどのように行動すべきか，水

産物の消費とは何かを考える良レ機会でもあることに気

っく。そこで，このような機会に水産業を他者の目で冷

静に見てはどうだろう。確かに食害問題や磯焼け問題は

長く取り組まれてきた課題でFあるかもしれない。しかし，

視点を変えてみることも必要ではないか。

水産業は工業化優先の社会の中で埋立による沿岸域の

破壊などの「つけ」を負わされてきた。反面，その代償

として保護されてきた歴史も持つ。このように水産関係

者が「救済されるべき被害者」であることを長く演じて

いるうちに.他産業や消費者など社会の中の他者への関

心が薄れてしまったのではなかろうか。それは国レベル

ばかりではなく，地域でも同じである。

そこで今，特に環境や社会・経済の変化によって沿岸

漁業が危機にある時だからこそ，ハードではなくソフト，

つまり知識や知恵を見直すことである。歴史を見れば，

危機に際しては.それを乗り切る仕組みゃ制度・技術の

モデルが生み出されることが多い。しかし，水産業とし、

う領域に閉じこもっていてはそれを生み出せる可能性は

低いだろう O むしろ他者に目を向け，水産業を超えた連

携と協働で知識を創造することが望まれるのではないか。

藻場の問題は水産業にとってばかりではなく，浅海沿

岸域やそれと共存する地域社会にとっても，本来，重要

なテーマである。その藻場に関する問題を水産業再構築

の機会，スタートアヅプのチャンスとしてはどうだろう

か。藻場の食害問題の解決への努力が，水産業の危機解

決への道を開く可能性は高い。
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